
群
馬
よ
い
と
こ
観
光
振
興
条
例

「
草
津
よ
い
と
こ
一
度
は
お
い
で
」
「
上
州
ナ
ー

上
州
よ
い
と
こ
温
泉
（
い
で
ゆ
）
の
名
所
」

そ
し
て
「
い
い
湯
だ
な
」
と
唄(

う
た)

わ
れ
て
き
ま
し
た
。

群
馬
は
「
温
泉
県
」
で
す
。
草
津
、
伊
香
保
、
水
上
、
四
万
、
万
座
を
は
じ
め
、
百
箇
所
を
超
え

る
温
泉
地
が
、
豊
富
な
湧(
ゆ
う)

出
量
と
上
質
な
泉
質
を
誇
り
ま
す
。

群
馬
は
「
野
菜
王
国
」
で
す
。
標
高
差
と
恵
ま
れ
た
気
候
条
件
を
生
か
し
、
多
様
な
農
畜
産
物
が

生
産
さ
れ
、
最
上
級
の
「
す
き
焼
き
」
の
素
材
が
全
て
県
内
産
で
そ
ろ
い
ま
す
。

群
馬
は
「
自
然
豊
か
な
県
」
で
す
。
赤
城
、
榛
名
、
妙
義
の
上
毛(

じ
よ
う
も
う)

三
山(

さ
ん
ざ

ん)

を
は
じ
め
と
し
た
雄
大
な
山
々
、
遙
か
な
尾
瀬
・
野
鳥
の
楽
園
渡
良
瀬
遊
水
地
の
湿
原
が
い
ざ

な
う
と
と
も
に
、
首
都
圏
の
生
命
の
源
で
あ
る
利
根
川
が
流
れ
ま
す
。

群
馬
は
「
絹
の
里
」
で
す
。
お
蚕
様
を
大
切
に
す
る
中
で
郷
土
芸
能
が
生
ま
れ
、
日
本
の
近
代
化

に
貢
献
し
た
「
富
岡
製
糸
場
」
や
様
々
な
絹
遺
産
が
語
り
か
け
て
き
ま
す
。

群
馬
県
の
形
は
、
律
令
制
の
も
と
上
毛
野
国(

か
み
つ
け
の
く
に)

の
時
代
か
ら
「
つ
る
舞
う
形
」

で
し
た
。

群
馬
は
「
交
通
の
要
衝
」
で
す
。
古
代
、
道
と
し
て
の
東
山
道(

と
う
さ
ん
ど
う)

は
上
野
国(

こ

う
ず
け
の
く
に)

新
田
郡
で
陸
奥
と
武
蔵
へ
分
か
れ
、
江
戸
期
に
は
、
中
山
道(

な
か
せ
ん
ど
う)

か

ら
三
国(

み
く
に)

街
道
、
日
光
例
幣
使
街
道
等
が
分
岐
し
て
い
ま
し
た
。
ど
の
時
代
で
も
主
要
な
街

道
が
通
り
、
往
き
交
う
人
々
の
賑
わ
い
を
見
せ
て
き
ま
し
た
。
現
在
も
高
速
道
は
関
越
道
と
上
信
越

道
、
北
関
東
道
が
十
字
軸
を
形
成
し
、
鉄
道
は
高
崎
が
上
越
、
長
野
新
幹
線
の
結
節
点
と
な
っ
て
い

ま
す
。

群
馬
の
風
土
は
義
理
と
人
情
、
至
誠
を
重
ん
じ
る
県
民
性
を
育
み
ま
し
た
。

夏
の
雷
に
驚
き
、
冬
の
か
ら
っ
風
に
凍
え
る
旅
人
や
湯
治
客
を
、
上
州
の
旅
籠
屋(

は
た
ご
や)

や
温

泉
宿
は
思
い
や
り
と
真
心
で
も
て
な
し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
資
産
や
伝
統
が
「
観
光
県
群
馬
」
の
礎
で
あ
り
ま
す
。

今
日
、
観
光
の
概
念
が
大
き
く
広
が
り
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

従
前
の
、
見
聞
を
深
め
る
、
温
泉
で
安
ら
ぐ
、
食
を
楽
し
む
等
の
旅
行
か
ら
、
滞
在
し
、
ゆ
っ
た

り
と
し
た
時
間
を
楽
し
む
、
心
の
豊
か
さ
を
求
め
る
方
向
に
向
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ビ
ジ
ネ
ス
や

ス
ポ
ー
ツ
の
た
め
の
旅
行
も
観
光
と
捉
え
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
適
切
に
対
処
し
、
訪
れ
や
す
い
観
光
地
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
、
人
材
の
育

成
を
進
め
、
人
々
の
交
流
を
盛
ん
に
し
、
観
光
振
興
を
通
じ
経
済
を
発
展
さ
せ
、
県
民
生
活
と
地
域

社
会
を
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

天
与
の
恵
み
で
あ
る
温
泉
、
豊
富
な
農
畜
産
物
、
素
晴
ら
し
い
自
然
と
文
化
、
そ
れ
ら
群
馬
県
に



与
え
ら
れ
た
輝
く
も
の
を
、
県
民
が
見
つ
め
直
し
磨
き
上
げ
、
愛
情
と
誇
り
を
持
っ
て
「
群
馬
は
よ

い
と
こ
で
す
」
と
発
信
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
観
光
に
携
わ
る
事
業
者
や
団
体

の
み
な
ら
ず
、
企
業
、
大
学
、
そ
し
て
行
政
等
を
含
む
全
て
の
県
民
が
力
を
合
わ
せ
、
観
光
振
興
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
観
光
に
つ
い
て
の
施
策
を
総
合
的
に
計
画
的
に
展
開
し
て
、
群
馬
県
の
観
光
を
、
県
民
に

と
っ
て
も
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
も
、
あ
た
た
か
く
安
ら
ぎ
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を

制
定
し
ま
す
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
本
県
の
観
光
振
興
に
関
す
る
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
等
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
県
民
総
参
加
に
よ

る
本
県
の
強
み
を
生
か
し
た
観
光
振
興
を
推
進
し
、
も
っ
て
県
民
生
活
の
向
上
及
び
県
民
が
誇
れ

る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

観
光
事
業
者

旅
行
業
者
、
宿
泊
業
者
、
飲
食
業
者
、
交
通
事
業
者
、
物
販
業
者
そ
の
他
の
観

光
に
関
係
す
る
事
業
を
営
む
者
を
い
う
。

二

観
光
関
係
団
体

観
光
事
業
者
及
び
行
政
機
関
で
構
成
す
る
団
体
そ
の
他
の
観
光
に
関
係
す
る

活
動
を
行
う
団
体
を
い
う
。

三

県
民
等

県
民
、
観
光
事
業
者
、
観
光
関
係
団
体
そ
の
他
の
地
域
社
会
を
構
成
す
る
者
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

本
県
の
観
光
振
興
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

観
光
振
興
に
関
す
る
地
域
に
お
け
る
主
体
的
な
取
組
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
県
民
が
地
域
の

魅
力
を
再
発
見
し
、
誇
り
と
愛
着
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
を
形
成
す
る
た
め
、
県
、

市
町
村
、
県
民
等
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
。

二

豊
か
な
自
然
、
温
泉
、
歴
史
、
文
化
、
食
、
産
業
等
の
本
県
の
魅
力
を
再
認
識
し
、
誇
り
を
持

つ
と
と
も
に
、
観
光
資
源
と
し
て
有
効
な
活
用
を
図
る
こ
と
。

三

観
光
産
業
は
幅
広
い
分
野
の
産
業
に
波
及
効
果
が
あ
り
、
観
光
振
興
が
地
域
経
済
の
活
性
化
、

雇
用
機
会
の
増
大
を
も
た
ら
し
、
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四

首
都
圏
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
的
条
件
、
高
速
交
通
網
が
整
備
さ
れ
る
等
交
通
拠
点
と
し
て

の
特
性
が
最
大
限
発
揮
さ
れ
る
こ
と
。

五

従
来
の
観
光
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
多
様
化
す
る
観
光
需
要
を
的
確
に
と
ら
え
、
対
応
す
る

こ
と
。



（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
観
光
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
整
理

に
努
め
る
と
と
も
に
、
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す

る
。

２

県
は
、
市
町
村
及
び
県
民
等
が
自
主
的
に
か
つ
相
互
に
連
携
し
て
、
観
光
振
興
に
関
す
る
取
組

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
調
整
及
び
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
五
条

県
民
は
、
旅
行
者
を
温
か
く
迎
え
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
観
光
資
源
を
活
用

し
た
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
観
光
事
業
者
の
役
割
）

第
六
条

観
光
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
通
じ
、
旅
行
者
が
満
足
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及

び
安
全
で
安
心
な
旅
行
が
で
き
る
環
境
の
整
備
等
旅
行
者
の
満
足
度
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２

観
光
事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
観
光
関
係
団
体
の
役
割
）

第
七
条

観
光
関
係
団
体
は
、
観
光
事
業
者
間
の
連
携
の
促
進
を
図
り
つ
つ
、
観
光
に
関
す
る
情
報

の
発
信
、
旅
行
者
の
受
入
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
観
光
振
興
に
関
す
る
取
組
を
行
う
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

２

観
光
関
係
団
体
は
、
県
が
実
施
す
る
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
国
等
と
の
連
携
）

第
八
条

県
は
、
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
観
光
資
源
の
有
効
な
活
用
、

国
内
外
か
ら
の
旅
行
者
の
来
訪
の
促
進
等
を
図
る
た
め
、
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携

を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
大
学
等
と
の
連
携
）

第
九
条

県
は
、
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
人
材
の
育
成
等
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
観
光
に
関
連
す
る
研
究
又
は
教
育
を
行
う
大
学
、
専
門
学
校
そ
の
他
の
研
究
教
育
機
関
と
の

連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
等
）

第
十
条

県
は
、
観
光
資
源
の
発
掘
と
磨
き
上
げ
及
び
活
用
等
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
新
た
な
観
光
地
又
は
観
光
需
要
を
創
出
す
る
た
め
、
豊
か
な
自
然
を
生
か
し
た
ス
ポ
ー



ツ
の
振
興
、
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
活
動
等
に
対
す
る
支
援
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
観
光
情
報
の
発
信
）

第
十
一
条

県
は
、
全
国
的
に
知
名
度
の
高
い
温
泉
等
の
観
光
素
材
を
核
と
し
、
各
地
域
の
自
然
、

歴
史
、
文
化
、
食
、
産
業
等
も
生
か
し
な
が
ら
、
本
県
の
観
光
地
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
す

る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
様
々
な
機
会
に
、
広
報
誌
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
本
県
ゆ
か
り
の
人
材
等
を
活
用
し
て
、

重
点
的
か
つ
効
果
的
に
本
県
の
魅
力
、
地
域
の
観
光
資
源
そ
の
他
の
観
光
情
報
を
発
信
す
る
も
の

と
す
る
。

（
人
材
の
育
成
）

第
十
二
条

県
は
、
観
光
地
づ
く
り
の
リ
ー
ダ
ー
、
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
観
光
振
興
に
寄
与
す

る
人
材
の
育
成
を
図
る
た
め
、
観
光
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
観
光
振
興
に
意
欲
を
有
す
る
者
の

知
識
及
び
能
力
の
向
上
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
県
民
が
地
域
に
つ
い
て
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
自
然
、

歴
史
、
文
化
、
食
、
産
業
等
を
学
び
、
新
た
な
魅
力
を
発
見
す
る
た
め
の
機
会
の
提
供
等
の
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
人
旅
行
者
の
来
訪
促
進
）

第
十
三
条

県
は
、
外
国
人
旅
行
者
の
来
訪
の
促
進
を
図
る
た
め
、
国
と
連
携
し
つ
つ
、
海
外
に
お

け
る
観
光
需
要
並
び
に
国
及
び
地
域
別
の
旅
行
形
態
等
の
特
性
を
踏
ま
え
た
広
報
宣
伝
の
実
施
、

外
国
人
旅
行
者
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
等
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
良
好
な
景
観
の
保
全
等
）

第
十
四
条

県
は
、
県
内
の
観
光
地
に
お
け
る
良
好
な
景
観
及
び
環
境
の
保
全
と
適
切
な
活
用
を
図

る
た
め
、
県
民
等
が
行
う
良
好
な
景
観
及
び
環
境
の
保
全
に
関
す
る
活
動
並
び
に
美
化
活
動
に
関

す
る
取
組
に
対
す
る
支
援
等
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
観
光
振
興
の
た
め
の
基
盤
整
備
）

第
十
五
条

県
は
、
観
光
に
関
す
る
施
設
及
び
道
路
の
整
備
、
二
次
交
通
を
は
じ
め
と
し
た
交
通
機

能
の
充
実
等
観
光
振
興
の
た
め
の
基
盤
整
備
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
観
光
振
興
の
た
め
の
基
盤
整
備
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
及
び
外
国

人
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
旅
行
者
が
安
全
に
、
安
心
し
て
、
快
適
に
観
光
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
し
い
観
光
分
野
へ
の
対
応
等
）

第
十
六
条

県
は
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
産
業
観
光
、
医
療
と
連
携

し
た
観
光
等
本
県
の
豊
か
で
多
様
な
観
光
資
源
を
生
か
し
た
新
し
い
観
光
分
野
の
開
発
及
び
普
及

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
各
種
会
議
、
展
示
会
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
会
、
研
修
・
視
察
旅
行
等
の
県
内
で
の
開
催
を



増
加
さ
せ
る
た
め
、
誘
致
の
促
進
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
計
画
）

第
十
七
条

知
事
は
、
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
観

光
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
目
標
及
び
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と

い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
観
光
審
議
会
に
諮
問
す
る
と
と
も
に
、
市
町

村
及
び
県
民
等
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

知
事
は
、
毎
年
度
、
基
本
計
画
の
実
施
状
況
を
検
証
し
、
議
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
推
進
体
制
の
整
備
等
）

第
十
八
条

県
は
、
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
策
定
さ
れ
て
い
る
群
馬
県
観
光
振
興
計
画
は
、
第
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
基
本
計
画
と
み
な
す
。


